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都道府 県労働局労働基準部長 殿

基勤企発第0401002号

平成 18年 4月 1日

厚生労働省 労働基準局

勤労者生活部企画課長

労働 時間等設定改善実施計画の承認制度 の運用 に係 る留意事項等 について

労働 時 間等 の設定の改善 に関す る特別措置法 (平成 4年法律第 90号 ｡ 以 下

｢法｣ とい う｡)の施行 につ いて は､平成 18年 4月 1日付 け基発第 040 1

006号 ｢労働 時間等 の設 定の改善 に関す る特別措置法 の施行 につ いて｣ (以

下 ｢局長通達｣ とい う｡ )及 び平成 18年 4月 1日付 け基勤発第 040 10 0

2号 ｢労働 時間等の設定の改善 に関す る特別措置法 の施行 に当たって留意すべ

き事項 につ いて｣ (以下 ｢部長通達｣ とい う｡)に よ り､通達 された ところであ

るが､法 に基づ く労働 時間等設 定改善実施計画 の承認制度 の運用 につ いては､

更 に下記 の事項 に留意の上 ､円滑 な業務運営 をお願 いす る｡

記

1 ｢同一 の業種｣の判断

局長通達記 の 5の (2) に よ り､ ｢同一の業種 ｣ の判 断が困難 な場合 につ

いては厚生労働本省 に照会す ることとされ てい るが､同一の業種 の判 断 に当

たって は､実態 として競争 関係や横並び意識 の生 じてい る事業主 の集 ま りに

適用す るこ とが法第 8条 の趣 旨 と考 え られ るこ とか ら､同通達に示 され た と

お り､で きる限 り広 く弾力的 に とらえるこ とと し､例 えば､商店街 にお け る

小売業 ､飲食店及 びサー ビス業 (ク リーニ ング業等)については､ 同一 の業種

として取 り扱 うこととして差 し支 えない こと｡ただ し､この場合 においては､

事業所 管官庁は複数 とな る場合 があるこ と｡

2 事業所管官庁 との連携及 び公正取引委員会 との調整

(1) 労働 時間等設 定改善実施 計画の承認 申請 については､その円滑 な処理 を



図 るた め､局長通達記 の 12に留意 し､事業主か らの相 談 を受 けた段階

か ら事業所管官庁 との連携 を密 にす ること｡なお､相談の段階において､

必要 に応 じ､事業所管官庁 とも相談 してお くこ とが望 ま しい 旨､事業 主

に対 して助言 を行 うこと｡

(2)局長通達記 の 5の (3) の-の (イ)の ｢事実上の相談｣は､事業主か ら

の正式 な 申請 に先 立 って､簡 単な送付状 を付 して､別紙 1の形式 によ り

公正取引委員会事務局又はそ の地方事務所等 に送付 し､独 占禁止法上の

問題点について､公正取引委員会 の意向を確認す るものであること｡

なお､この事実上の相談は､事業所管官庁 との事前の協議 を経た結果､

概 ね計画 を承認 して も差 し支 えない と判 断 され るに至 った段 階で速やか

に行 うこと｡

(3)公正取引委員会においては､事実上の相談に対 して回答 を与 えるまで､

当面は概 ね 1カ月程度 の期 間 を要す るもの と考 え られ るが､公正取引委

員会か らの連絡がない場合 には､適宜意向の確認 を行 うこと｡

(4)当分の間､公正取引委員会-の事 実上の相談を行 う場合 には､その事例

及びその結果 につ いて､それ ぞれ相 談 を行 う際又 は回答 がな され た際に

当課 まで連絡す ること｡

(5)事実上の相談 の過程 において も､公正取引委員会に対 し意見 を述べ る必

要が生 じる場合 もあ るが､公 正取引委員会 に対 し述べ る意 見の具体例 と

しては､別紙 2のよ うな例が考 え られ ること｡

3 労働 時間等設定改善実施計画の 目標

実施計画の 目標 においては､一律又 は段階的に具体的時間数等 を示 して 目

標 とす るこ とのほか､例 えば､ ｢各事業場 において総実労働時 間を 5%以上短

縮す る｣の よ うに､各事業場 に着 目した一 定の短縮幅 を示す ことによ り目標

とす ることも可能であること｡

4 審議会の意見聴取

地方労働審議会-の諮 問及び答 申については､その例 を別紙 3の とお り示

したので､参考にす るこ と｡

5 公示による労働者 の意見聴取

(1)労働 時間等設定改善実施計画が大部であ り､掲示場- の掲示 が困難な と

きには､計画の要 旨を掲示 し､併せ て計画の全体 を閲覧できる旨を告知す

れば足 りるものであること｡

(2)複数 の者 か ら意見書の提 出がある場合 も想定 され るが､いずれ も受理す



ること｡

(3)意見書 を提出 した上で､更に意見 を申 し述べ たい とい う要請があった場

合には､意見が網羅 された詳細 な意見書の提 出を改めて求めること｡

(4)意見書が提出 された場合 には､当該意見書の概 要 を地方労働審議会に対

し報告す ること｡

(5)関係 労働組合又は労働者 の代表者ではない者 か ら意見書の提出があった

場合の地方労働審議会 に対す る報告 に関 しては､関係 労働組合又は労働者

の代表者 か らの意見書に準 じて取 り扱 うこと｡

6 実施計画の変更の指示 ､取消

実施計画の変更の指示又は取消を行 う際には､適切 と思われ る措置の内容

を添 えて､厚生労働本省 に協議す ること｡

7 取引先事業主等- の協力要請

法第 11条第 2項に基づ く協力要請については､別紙 4の例文を参考にす

ること｡

8 報告

(1)実施計画の承認等 を した ときは､遅滞 な く､当課 あて報告す ること｡ な

お､実施計画の承認又 は不承認 を した ときは当該承認又は不承認に係 る ｢実

施計画承認 申請書｣ (写)を､変更の承認又 は不承認 を した ときは当該変更

又は不承認 に係 る ｢承認 計画変更承認 申請書｣ (写)を､承認 の取消 を した

ときは当該取消に係 る ｢実施計画承認取消通知書｣ (写)をそれぞれ添付す

るこ と｡

(2)承認事業主か ら ｢承認計画実施結果報告書｣が提 出 された とき又はこの

他 に承認事業主か ら実施計画 に係 る報告 を徴 した ときは､遅滞 な く､当課

あて報告す ること｡





(別紙 2)

公正取引委員会 に対 して述べ るこ とが考 え られ る意見の例

1 目標 の水準について

目標 の水準は､労働 時間等の設 定の改善 の観点か ら適切 であること｡

2 措置の内容 について

横並び意識 ､競争 関係 等によ り､ 1事業主だ けでは労働 時間等 の設定

の改善 を進 め難 い状 態 にあ り､労働 時間等 の設 定の改善のた め には､

この措置が必要不可欠であること｡

措置の内容 が 目標 達成 に適切なものであること｡

各事業主の 自主性 による措置であるこ と｡

需要量等 を勘案 した場合､一般消費者等 の利益 を不 当に害す ることと

はな らないこと｡

(注 :一般消費者及び 関連 事業主の利益 を不 当に害す るおそれがあるか ど うか

は､事業所管大臣が中心 となって判断を行 うものである｡(局長通達記の 12))



(別紙 3)

●諮問文 の例

番 号

年 月 日

○○地方 労働審議会

会長 〇 〇 〇 〇 殿

○○労働 局長

〇 〇 〇 〇

労働 時間等設定改善実施計画 の承認 について (諮 問)

労働 時間等の設 定の改善に関す る特別措置法第 8条第 4項及 び第 13条の規

定 に基づ き､別添労働 時間等設 定改善実施計画の承認 について､貴審議会の意

見 を求める｡

●答 申文 の例

番 号

年 月 日

○○労働局長

0 0 0 0 殿

○○地方 労働審議会

会長 〇 〇 〇 〇

労働 時間等設定改善実施計画 の承認 について (答 申)

平成 〇年 〇月 〇 日付 け○基発 第 〇〇 号 を もって諮 問の あ った標 記 につ いて

は､承認 して差 し支 えないもの と認 める｡



(別紙 4)

労働時間等設定改善実施計画に対す る協力 について

年 月 日

殿

○○労働局長 〇 〇 〇 〇

(〇 〇 〇 長 〇 〇 〇 〇)

労働時間等設 定改善実施計画 に対す る協力 について

労働 時間等の設定の改善は､労働者 の健康 と生活 ばか りでな く､企業経営や

民経済の活性化 にも寄与す るものであ り､重要な課題 となっています｡

この よ うな中で､厚生労働省 としては労働 時間等の設 定の改善のための各種

の対策 を推進 しているところですが､労働時間等 の設定の改善は とりわけ業種

ごとの取組が効果的であ るとい う観点か ら､労働 時間等の設定の改善 に関す る

JE;

別措置法 におきま しては､同一の業種 に属す る事業主が共同で作成 した労働

間等 の設定の改善 のための計画 を行政 が承認 し､その実施 に対 して行政 が援

助 を行 う労働時間等設 定改善実施計画の承認 制度 が設 け られ､現在 ､ この円滑

な運営 を推進 しているところです｡

さて､貴殿 の取引先である〇〇〇〇他○事業主は､先般､別添の とお り -

･‥ ‥ ･等の措置 に よ り､･- ･- ･- す るこ とを 目標 とす る労働

承認を

取

.
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受 け､ 当該計画 の 目標達成 に向けて労働 時間

り組 んでいる ところです｡ しか しなが ら､0000

..･･･であるこ と等 か ら､当該計画 の円滑 な

実施 に支障をきた してい る状況がみ られ ます｡

っ きま しては､貴殿 におかれ ま しても､労働 時間等の設 定の改善の必要性 ､

労働 時間等 の設定の改善 に資す る取引慣行の確 立の必要性及びそれ ら取引先 の

労働時間等の設定の改善 に及 ぼす影響の重要性並び に労働 時間等の設 定の改善

に関す る特別措置法の趣 旨及び同法 に基づき承認 を受 けた当該計画の内容 を御

理解いただき､当該計画 の円滑な実施について御協力 をいただきます よ う､労

働時間等の設定の改善に関す る特別措置法第･11条第 2項 の規定に基づ き要請

いた します｡

(別添 労働 時間嘗 設定改善実施計画)


